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１．本研究の目的と方法

スモン，サリドマイド，HIV 感染，C 型肝炎など，過去のさまざまな薬害事件の反省を

踏まえて，「薬害」について学ぶ機会を広く提供する取り組みが進められている。そうした活

動を，「薬害教育」と呼ぶ。

薬害教育を推進するための方策として，

薬害について学ぶための副教材『薬害を学

ぼう―どうすれば防げるのか？　なぜ起

こったのか？』（小冊子）が制作された（図

1 ，図 ₂ ，図 ３ ，図 ₄ ，図５）。対象は中

学校３年生で，2011（平成23）年度から全

国の中学校に毎年配布されている。

本稿では，薬害を学ぶための副教材の制

作過程を取り上げ，関係者（とりわけ薬害

被害者１））がどのように「薬害」を表象し，

教育現場で教材の活用を期待しているのか

を明らかにする。

調査の方法は，公開されている検討会の

資料や議事録から，教材の構成やデザイン

に関する討議の内容を検討し，薬害教育の

副教材が提示する「薬害」の表象（イメー

ジ）を読み解く。
図 1 　『薬害を学ぼう』表紙
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図 2 　『薬害を学ぼう』 1 ページ・ 2 ページ（①薬害の歴史を知る）

図 3 　『薬害を学ぼう』 3 ページ・ 4 ページ（②被害者の声を聴く）



−113−

副教材における写真を用いた「薬害」の表象

図 4 　『薬害を学ぼう』 5 ページ・ 6 ページ
（③薬害発生の過程を学ぶ　④薬害が起こらない社会の仕組みを考える）

図 5 　『薬害を学ぼう』 ７ ページ（まとめと関連情報）
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２．薬害教育の位置づけと副教材の対象

2 - １ ．薬害教育の推進と制度化の背景

本稿で検討する副教材は，厚生労働省医薬品局が設置する「薬害を学び再発を防止するた

めの教育に関する検討会」（以下，「薬害教育検討会」）によって制作された。薬害教育検討会

は，薬害肝炎事件を契機にして設けられた薬害再発防止のための検討委員会（「薬害肝炎検証・

検討委員会」）２）が公表した最終報告書「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しにつ

いて（最終提言）」において掲げられた課題に取り組んでいる３）。

薬害教育検討会は，2010（平成22）年７月に発足してから，2019（平成31）年３月末時点

で18回の会議が開催されている。検討会は，健康教育を専門とする小児科医師が座長となり，

薬害被害の当事者や支援者，指導的立場にある薬剤師や薬学者，社会科教育や健康教育の研

究者，消費者団体関係者などにより構成されている。厚生労働省の医薬品被害対策室の運営

のもと，厚生労働省と文部科学省の関連部署の担当者が出席する合同会議である４）。検討会

では，薬害をどのように定義し認識するべきか議論しつつ，薬害や医薬品についての教育の

あり方や，薬害研究資料館の設立に向けた話し合いが重ねられている（中塚 2016）。

また，薬害被害者による教育・啓発活動の取り組みとしては，度重なる薬害事件を背景に，

薬害の根絶や再発防止の実現に向けて，関連団体による行政に対する働きかけがあげられる。

「全国薬害被害者団体連絡協議会」（以下，「薬被連」）は，毎年，厚生労働省と文部科学省に

要望書を提出している。文部科学省に提出する要望書では，「公教育（小・中・高）」「高等（専

門）教育」「生涯学習」における薬害教育の重要性を訴えてきた５）（全国薬害被害者団体連

絡協議会編 2000）。こうした運動の結果，2009（平成21）年12月に公表された高等学校学習

指導要領解説の公民編（「現代社会」「政治・経済」）６）においてはじめて「薬害問題」が学

習内容として明記された。

2 - 2 ．薬害教育の実施の経緯と課題

学習指導要領で「薬害問題」を扱うことが記されているのは，高等学校学習指導要領解説

の公民編のみである７）。では，なぜ，中学校３年生を対象に，薬害教育の副教材を制作・配

布しているのか。先行研究において，薬害教育の副教材が義務教育の最終年次である中学校

３年生に向けて（とくに「社会科（公民的分野）」における活用を期待して）制作・配布さ

れるようになった経緯を，筆者は明らかにしている（中塚 2016）。

薬害教育検討会において，文部科学省は薬害や医薬品と関連のある科目として，中学校で

は「社会科（公民的分野）」と「保健体育」，高等学校では「現代社会」「政治・経済」（公民

分野）と「保健体育」をあげていた（第１回検討会 議事録）。社会科系科目では「薬害を防

ぐ社会のあり方」という観点であるのに対して，保健体育では「医薬品の適正使用」という

観点から薬害が取り扱われる８）。そこで，社会科と保健体育の２本柱で学ぶことができると

いう意見も出た（第１回検討会 議事録）。だが，保健体育は，高等学校が「個人及び社会生活」
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の視点を重視しているのに対して，中学校は「個人生活」の視点に比重をおいているという

指摘があった（第２回検討会 議事録）。そのため，保健体育より社会科系科目のほうが，社

会の仕組みやあり方，関わり方を通して薬害についての理解を深めるのに適しているとされ

た。学習指導要領に即せば高等学校の公民分野と関連づけるのが望ましい。しかし，義務教

育課程で学修するためには，中学校３年の社会科（公民的分野）での副教材の活用が適切で

あるという結論に至った（第１回～第５回検討会 議事録）９）。

３．写真〈で〉伝える薬害のイメージ

３ - １ ．小冊子の構成とデザイン

副教材『薬害を学ぼう』（改訂版）は，中綴じの A４サイズ，表紙を含めた８ページの小

冊子として構成されている。

表紙の下部に，教材に関する説明が記載されている（図１）。

※この教材は「薬害を知り，被害にあった方々の声を聴き，薬害発生のプロセスを学び，

薬害が起こらない社会の仕組みを考える」ために作られています。

（『薬害を学ぼう』表紙）

この一文は，小冊子の構成を示している。つまり，①薬害の歴史を知る→②被害者の声を

聴く→③薬害発生の過程を学ぶ→④薬害が起こらない社会の仕組みを考える，という副教材

の学習内容とその順序を表している（学習内容ごとに「学習のポイント」を複数設け，薬害

について段階的に理解を深める仕掛けとなっている）。

薬害教育検討会の議事録を読むと，小冊子の構成やデザインの決定過程が明らかになる。

草案では，現在配布されているものとはだいぶ異なる構成やデザインであった。

教師が参照して指導に使うものとすれば，こういう情報量になろうかと思いますが，

私たちが考えたら，中学生が見るとすれば，これは詰まり過ぎです。もっとすかすか

感がなければいけないから，教師もそれを読んで，そこからある程度情報を収集する

資料とするのか，中学生と分けられないのかというのは論点なので，勝手に両方の機

能を盛り込んだものをデザインされても困る。

（第５回検討会 議事録：花井十伍委員）

上記のように，教材制作会社に対して，草案の段階では，中学生には情報量が過多であり，

生徒向けの資料と教師向けの資料の両方の機能が混在していると指摘する場面もあった10）。

検討を重ね，全体や細部を修正し，学習内容や情報量，文字や画像の配置などが決定された。

「被害に対する思いは少しでも活字に載せたい」，けれども「文字が多すぎても中学生に読ん
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でもらえない」のが課題であった。そのため，文章を減らし，写真やイラストを多用した「ポッ

プなビジュアル」になるよう，教材制作会社に編集を依頼している（第５回検討会 議事録）。

「①薬害の歴史を知る」ページ（図２）では，年表を視覚的にわかりやすい表現へと変更し，

「④薬害が起こらない社会の仕組みを考える」ページ（図４）では，医薬品の流通に関わる

関係者（製薬会社，国／PMDA11），医療従事者／薬局，消費者としての国民）の役割や行動

規範，相互作用の仕組みを表す図解の練り直しがされている。このように，試作と検討を繰

り返しながら，小冊子はおよそ半年の期間をかけて制作された。

副教材『薬害を学ぼう』では，「表紙」（図１）のほか，「②被害者の声を聴く」ページ（図３）

や「③薬害発生の過程を学ぶ」ページ（図４）に，薬害被害者から提供された個人写真が使

用されている。以下，本稿では，検討会における討議の内容から写真と薬害のイメージにつ

いて考察を行う。

３ - 2 ．薬害被害者の声と顔写真の掲載

まず，薬害被害者の声と顔写真の掲載についての議論を検討する。

「被害者の声を聴く」ページでは，スモン，サリドマイド，HIV，C 型肝炎，MMR ワク

チン，クロイツフェルト・ヤコブ病の被害者やその家族である６名の当事者が，薬害経験や

薬害と社会に対する思いを綴っている。導入文では，薬害をより深く知るために，耳を傾け，

被害者の声を聴くことによりどのような思いを抱くか，学習者に問いかけている。語られる

薬害経験は，個々の健康被害にとどまらず，生活上の困難や制限，差別や偏見による影響に

及んでいる。さらに，それらの語りは，薬害発生の原因や構造など，社会的側面への傾注を

促す内容となっている。

これら当事者の声の記述には，執筆者である薬害被害者や家族の顔写真が添えられている。

執筆者が本人のケースでは，乳幼児期に撮影された写真（サリドマイド被害者）や，成人に

なってからの写真（スモン被害者，HIV 被害者，C 型肝炎被害者）が掲載されている。執

筆者が家族のケースは，薬害被害者である子ども本人の写真（MMR ワクチンによる被害者）

と，家族本人の写真（クロイツフェルト・ヤコブ病の被害者の夫）となっている。

薬害教育検討会では，薬害当事者や家族の写真を小冊子に掲載することの是非や教育的効

果についても議論されている。そのなかで注目するのは，検討会の委員たちと教材制作会社

の担当者のあいだで，薬害被害者が提供する予定の写真について抱く印象（イメージ）が異

なっていることが顕在化した場面である。

見せ方についてなのですけれども，ポップというお話もあったのですけれども，そ

のポップのイメージがわかないのです。私が子どものころに公害について授業を受け

たときに，よく記憶はしていないのですけれども，患者さんの写真とか悲惨な写真，

ビジュアル化することですごくインパクトがあって，それで覚えたのです。原爆もそ
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うなのです。ですから，おどしではないですけれども，事実を伝える，目に焼き付け

る。そういうビジュアル的なもので訴えることも必要なのかなと思っているのです。

そうなりますと，ポップとは合わなくなってきます。それでも，ポップの方がよろし

いのでしょうか。

（第５回検討会 議事録：教材制作会社）

教材制作会社側は，公害や原爆について学んだ経験から，被害者が提供する写真を「悲惨

な写真」として意味づけており，それが「ポップ」な表現と合わないのではないかと意見を

述べている。

しかし，当事者委員側は，被害者が有志で提供する写真を「悲惨さを強調するような写真」

として意味づけてはいなかった。

悲惨さを写真でという，確かにそのとおりなのですけれども，基本的にそういうビ

ジュアルは今回はないですね。例えば被害者の写真で悲惨さを強調するような写真は

ないです。これはどうですか。私は特に必要ないかなという気がしていたのですけれ

ども，先ほどおっしゃられたように，悲惨なインパクトのある写真を見ることによっ

て，強烈な印象を受けるメリットと言っていいのかわかりませんが，そういうのもあ

るという意見が出ているのですが，そこはちょっと検討していただきたい。いいかな

という気もします。

（第５回検討会 議事録：花井十伍委員）

「悲惨なインパクトのある写真を見ることによって，強烈な印象を受けるメリット」は認

めつつも，そうしたインパクトは必要ないと当事者委員は意見を述べている。

別に，写真を見て，その写真が薬害を提示している必要はないのであって，それを

語っている人はこの人だということの意味だと思うんですね。写真というのは。そう

いう意味であれば，それぞれの人の顔写真というか，一番お気に入りの写真がここに

あればいいかなと思います。だから，なくてもいいという意見も，それはそれでいい

ですけれども，入れる意味はそうだと思うんですね。この人が語っているということ

だと思いますけれども。

（第６回検討会 議事録：花井十伍委員）

次の会議でも，写真そのものが薬害のイメージを提示する必要はなく，「語っている人」（執

筆者）が「写真の人」（具体的な他者）であることを示すものとして機能することを強調し，

それぞれが文章に合った「顔写真」や「一番お気に入りの写真」を用いればよいのではない
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かという提案がなされている。

３ - ３ ．考察

ここでは，写真〈で〉伝える薬害のイメージが争点になっている。薬害被害者が提供する

個人写真を，どのような意図をもって副教材に使用するのかを検討会で相互に確認している。

上記の当事者委員の主張からは，個人写真を薬害によってもたらされた「悲惨な写真」とし

て提示する必要はないという姿勢が明らかになる。

４．写真〈が〉伝える薬害のイメージ

4 - １ ．表紙デザインの改訂

次に，個人写真を用いた表紙デザインに関する議論をみていく。

初版の表紙は，現在配布されているものとは異なるデザインであった。初版は，『薬害って

何だろう』という表題で，クエスチョン・マークのなかに薬害事件に関する新聞記事の画像

が埋め込まれたデザインであった（図６：左）。ところが，2013（平成25）年度以降に配布

されている改訂版では『薬害を学ぼう』に表題が変更され，複数の写真が配置されたデザイ

ンに刷新された（図６：右）。改訂版の表紙には，スモンやサリドマイドの被害者らの個人

写真４枚と，厚生労働省の敷地に建立された薬害根絶のための「誓いの碑」の写真１枚が採

用されている。

図 6 　表紙デザインの改訂（左：初版　右：改訂版）
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4 - 2 ．表紙デザインの変更の背景と理由

初版の発行後，なぜ表紙デザインが大幅に変更されたのか。検討会の議事録からその背景

と理由が明らかになる。

表紙なんですけれども，何団体かで話し合いをしたんです。そうしたときに，また

写真の話で恐縮なんですが，これが山積みになってごみにならないためにどうしたら

いいかという話なんですけれども，サリドマイドの30周年記念の表紙に載った写真が，

プロのカメラマンが撮った，サリドマイドの男の子の写真なんですが，それがサリド

マイドの男の子だと一目で分かるし，かつ，写真として美しく，いいんじゃないのと。

（中略）。マイナスな面，つまり，写真のインパクトで，逆にそれは差別的な逆効果に

なるんじゃないかとか，そういう議論もしたんですけれども，時代がたって，更にそ

ういう表紙があるものを扱う教師の感じもあるし，その写真をいろいろなマイナスな

こと，もしかしたら感想を言う生徒もいれば，それを契機に教育していただくという

ことで，ここにサリドマイドの男の子の写真を全面的にフューチャーするデザインを

提案をしたいんですけれども。

（第６回検討会 議事録：花井十伍委員）

当初，表紙デザインには，プロの写真家が撮影した「サリドマイドの男の子の写真」を全

面的に用いることが当事者委員から提案されていた。その写真は「サリドマイドの男の子だ

と一目で分かる」ものであり，「写真として美しく」，表紙デザインに適しているのではない

かと，被害者団体のあいだで協議されていた。

一方で，写真を用いることで逆に差別が助長されるのではないかという懸念が，関係者の

あいだで議論されたことが述べられている。しかし，たとえ生徒たちが写真に対して負の印

象や感想を持ったとしても，それを契機に教師が適切に指導することを当事者委員は期待し

ている。

以上のような話し合いを経て，「サリドマイドの男の子の写真」が表紙デザインに採用され

ることが決定したかのようにみえた。しかし，後日，検討会のメール会議において，「写真の

与えるインパクトが逆に差別を助長するのではないか」という意見が再び出て，結局，初版

の冊子では薬害に関する新聞記事をコラージュした表紙デザインが採用されることになった

（第11回検討会 議事録）。

4 - ３ ．薬害被害者団体からの意見書

ところが，翌年度，サリドマイド薬害被害者団体（公益財団法人いしずえ サリドマイド

福祉センター）から，薬害被害者の写真を用いた表紙デザインを要望する意見書が提出され

た。
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この「薬害って何だろう」の表紙について，サリドマイド被害者から意見書が出て

いると思います。最終的にどうするかはともかくとして，これを作るときに最後に皆

さんで表紙案等を選んだ経緯ですけれども，サリドマイド被害者の方を表紙にしては

という話で，サリドマイド被害者はこの中に２人出ているのですが，６ページの写真

が前面的に出たらどうだろうかということが私たちのグループでも議論されて，それ

はやはりどうなのだろうというところで，こういう表紙に落ち着いていますけれども，

改めて，いしずえからこのような意見が出ていることを踏まえて，これに答えるか，

答えないかについて，非常に難しい論点はいくつかあることは承知しているのですが，

そもそもそういう子ども，障害を持った方の写真が前面に出ることによって，それが

差別を助長するという議論は，長い歴史の中でむしろそういう言い方自体がおかしい

とか，本が何冊も書けるぐらいの論点が積み重ねられているところなので，単にこれ

を聞き置くといって退けると，今年も変えませんということはちょっとこの検討会と

しては難しいのではないかと。つまりある程度いしずえに対して，サリドマイドの被

害者に対しての思いもありますので，結論に至った論点について，検討会としてある

程度整理しておくことがないと，この意見書をこのまま配って終わるというと，ちょっ

と難しいのではないかと。だから日程の時間的なこともあると思うので，ここでこれ

から議論をするのは難しいかと思うのですが，何らかのリアクションをある程度して

対応することが必要ではないかと思います。

（第11回検討会 議事録：花井十伍委員）

こうした訴えは，薬害被害者の個人写真の使用を自粛すること自体が，ある種の差別意識

を内包しているという指摘として捉えることができる。薬害サリドマイドの場合，先天性四

肢障害をもたらすなど，身体的な特性でありながら「機能障害」とみなされる可視的なイン

ペアメント（impairment）が写真に映し出される可能性があり，それが写真の採否に影響

しているともいえる。

さらに，事情を知る当事者委員から，意見書が出された経緯について次のような説明が行

われている。

当時の議論としては，全面的にこの写真を使ったらどうかの議論でした。それにつ

いてはいろいろな意見があって，当時はいしずえさん（サリドマイド福祉センター）

だけだったのですが，ほかの障害者団体はどう考えているのかという議論もあって，

それはいしずえのほうで，ここにも連名で出している先天性四肢障害児父母の会の

方々とも議論したら，それはやはり障害者の写真がどんと載ることがむしろ差別を助

長するという考え方は違うのではないかということで，いしずえだけではなくて，障
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害者団体も同じ意見でしたので，それだったらいいのではないかという話になってい

るわけです。

（第11回検討会 議事録：花井十伍委員）

薬害サリドマイドの被害者団体は，関連する障害者団体にも意見を求めており，写真に対

する認識や使用について合意を得たうえで意見書を提出していたことがわかる。検討会での

議論の末，最終的に，薬害被害者から提供された複数の個人写真が，改訂版の冊子の表紙デ

ザインに採用されるに至った。

4 - 4 ．考察

ここでは，薬害を受けた人々の個人写真が見る者にどのような読解をもたらすのかという

ことが議論の的となっている。いいかえれば，写真〈が〉伝える薬害イメージとはいかなる

ものかということを相互に問うている。先の例にみられるように，個人の生を映し出す写真

が，「悲惨な写真」として意図せず読解されることもあるかもしれない。しかし，個人写真が

与える薬害イメージに対して，関係者は，多様な読みの展開もある程度織り込み済みで，そ

の先の教育現場における指導力に期待を寄せている12）。

表紙デザインについてあらためて比較すると，新聞記事のコラージュ画像は，薬害事件と

いう社会問題化された現象を象徴しているようにみえるが，一人ひとりの「個人的な経験」

は捨象されてしまう。薬害という社会的な現象を「個人的な経験」から理解するというアプ

ローチにおいて，個人写真はその解釈に手がかりを与えてくれる可能性がある。

５．おわりに

最終的に，副教材の改訂版において，「サリドマイドの男の子」の写真と「サリドマイド被

害者」（増山ゆかり氏）の乳幼児期の写真は，それぞれ２カ所に掲載されている。これらの

写真をどう読むのか。可視的なインペアメント（impairment）が写真に映し出されること

を意図して，副教材では戦略的に提示しているかのようにもみえる。しかし，増山ゆかり氏

は，2016年に開催された第42回日本保健医療社会学会大会で，サリドマイドは「実は手が短

い病気ではない」「薬によってありとあらゆるところの短形成を起こす病気であり，心奇形，

肺の奇形，消化器官の奇形欠損」であると明言している（伊藤 2017：36）。伊藤が指摘する

ように「氏が薬害経験として語ったのは，家族とのことや周囲との人間関係の歴史」であり，

「氏の人生と同義」であった（伊藤 2017：36）。副教材に掲載されている増山氏の写真をよ

く見ると，背後に白衣を着ている看護師らしき人物が写る。「被害者の声」に綴られた「親

元を離れて病院や施設で暮らさなければならなかった人」がいるという増山氏の記述と照ら

し合わせながら，この写真を見ることもできよう（中塚 2017）。

じつは，もう一枚，副教材のなかで２カ所に掲載されている写真がある。「誓いの碑」の
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写真である。厚生省（現厚生労働省）の前庭に「誓いの碑」が建立されたのは，1999年８月

24日である。厚生省は，サリドマイド，スモン，HIV 感染など医薬品により生じたさまざ

まな被害（いわば薬害）に対して反省と謝罪を行い，再びそうした事態を発生させることの

ないよう医薬品の安全性・有効性の確保に最善の努力を重ねていくことを誓った。その前日

に行われた薬害根絶フォーラムのテーマは「薬害と教育」であった。毎年８月24日を「薬害

根絶デー」とし，薬被連は厚生労働省と文部科学省との交渉を行っている。「被害者が薬害

の教訓を活かして欲しいと祈念するとき，それは制度的問題だけではなく，被害者が生きて

きた経験そのものを知り，行動して欲しいという願いを含意する」（花井 2017：₇）という

薬害被害者による記述に，薬害教育の推進に対する思いが込められているといえる。

［注］

１）  本稿では，副教材の制作過程における発言力の強さから，花井十伍委員の発話の引用

が多くなる結果となった。花井委員（特定非営利活動法人ネットワーク医療と人権）は，

全国薬害被害者団体連絡協議会の代表世話人も務めている。

２）  「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」（2008（平

成20）年５月～2010（平成22）年４月は，①薬害肝炎事件の検証と，②再発防止のため

の医薬品行政のあり方の検討を目的として発足した。「薬害肝炎」とは，フィブリノゲ

ン製剤や血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎ウィルス感染被害のことである。

３）  薬害教育検討会が取り組むべき課題は，おもに２点である。第１に，「初等中等教育に

おいて薬害を学ぶことで，医薬品との関わり方を教育する方策を検討する」ことである。

第２に，「幅広く社会の認識を高めるため，薬害に関する資料の収集，公開等を恒常的に

行う仕組み（いわゆる薬害研究資料館など）を設立」することである。いいかえれば，

①「薬害教育・医薬品評価教育」の推進と，②「薬害研究資料館の設立」である。

４）  議題に応じて，薬害事件の関係者や各分野の専門家を参考人として招き，情報の共有

や意見交換を行っている。

５）  運動の前史には，教科書のなかの「薬害」に関する記述に対して，文部省（当時）が

検定意見をつけたことにより，「薬害」に関する記述が出版社により削除されてしまうと

いう動きがあった。そうした動向に対して，薬害被害者団体は抗議し，「薬害」の学習を

学校教育に盛り込むよう教科書を作成する際の基準となる学習指導要領等の改訂を求め

た（全国薬害被害者団体連絡協議会編 2000）。

６）  2018（平成30）年７月に告示された高等学校学習指導要領では，「現代社会」が廃止さ

れ，「公共」が新設された。「公共」「政治・経済」ともに高等学校学習指導要領解説で「薬

害問題」を扱うことが明記されている。また，高等学校学習指導要領解説（公民編）の

「各教科等に関係する教材や資料集等について」において，文部科学省ホームページ内

にある「各教科等に関係する教材や資料集等のウェブサイトについて」（http://www.
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mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1394142.htm）で，「薬害に関する教育」が参照でき

ることが記されている。

７）  「薬害問題」について明記されているのは，高等学校の学習指導要領解説であるため，

検討会の委員からも薬害教育を中学校の社会科の授業に組み込むには「根拠が薄い」と

指摘されている（第１回検討会 議事録）。

８）  学習指導要領およびその解説では，社会科系科目と保健体育では，薬害や医薬品の取

り扱いが異なっている。社会科系科目では医薬品を生産・消費する個人と社会という観

点から薬害を学習するのに対し，保健体育では医薬品の作用や使用法の理解という観点

から薬害を学習することが目指される。

「薬害」については，「消費者に関する問題」と関連して，「薬害問題を扱い，行政や企

業の責任にも触れるようにする」と明記された。つまり，「薬害問題」は，現代の経済社

会の仕組みやその活動と関連して，学習指導要領に位置づけられたといえる。

他方，「医薬品」については，高等学校の「保健体育」において，薬物乱用防止に関す

る内容と関連づけて取り扱われてきたが，学習指導要領の改訂により，健康の増進や疾

病の予防に関する内容と関連づけて学習することになった。また，中学校においても医

薬品に関する学習が行われるようになり，中等教育における「系統性のある指導ができ

るように内容の充実を図った」とされる（第１回検討会 議事録）。

９）  しかし，社会科より保健体育での利用率が上回る（あるいは薬物乱用等の問題の授業

で用いられる）など，かならずしも薬害教育検討会の想定通りに学校現場で活用されて

いるわけではないという実態が，副教材の利用に関するアンケート調査で明らかとなっ

た。そのため，毎年，利用実態を把握し，次年度に向けた取り組みの見直しや，「薬害教

育教材の活用の手引」の添付とその改訂，「ワークシート」の配布や「指導計画」「指導案」

の共有を行ってきた。逆に，社会科で「消費者の保護」の単元以外の「人権」や「公害」

と関連した活用については好例として紹介し，推奨している。

10）  副教材を制作にするにあたり参考とされたのは，ハンセン病について学ぶ副教材『ハ

ンセン病の向こう側』であった。これは，中学生を対象に制作・配布されていることや，

厚生労働省と文部科学省が連携して作成した小冊子であることから，一種の雛形として

提示され，共有されている。ハンセン病の小冊子は，「生徒用」と「指導者用」の二種類

があり，「生徒用」は８ページ，「指導者用」は20ページと，それぞれ情報の質や量が異な

る。

一方，薬害について学ぶ副教材は，当初から A４サイズで８ページ程度と厚生労働省

から指定されていた。ページ数に対する異議はとくになく，限られた紙面のなかで学習

内容の検討が進められた。また，ハンセン病の小冊子のように「生徒用」「指導者用」

と利用する対象を区別していなかったため，草案で出された構成とデザインは，その両

者の視点が混在した形で情報が詰め込まれていた。委員からの指摘を受けて，情報の取
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捨選択が行われ，小冊子は「中学生でもわかる内容」が目指された。

11）  2004年に発足した，独立行政法人医薬品医療機器総合機構を意味する。

12）  副教材をより効果的に活用することを促すため，被害者の語りを動画撮影した映像を

視聴覚教材として，2016（平成28）年度から提供し始めている。また，2017（平成29年）

度からは，「指導の手引（簡略版）」の制作と配布により副教材の活用を促している。
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